










●日　時 3月17日（火）・18日（水）・19日（木）
　　　　　9時30分～11時30分・13時～15時30分
　　　　　（12時～13時は昼休み）
●場　所　越谷産業会館　１階集会室
●お持ちいただくもの
　・平成29・30・令和元年分の所得税確定申告書、決算書の控え
　・平成29・30年分の消費税申告書の控え
　・資産等の買取について金額の記載された書類、
　  雑収入について月日及び金額の記載されている書類
　・印鑑、電卓、その他必要書類
※消費税確定申告はこの期間にご相談をお願いいたします。

●令和元年分消費税確定申告書作成の注意点
　令和元年10月から消費税率が10％に引き上げられた事に
伴い、軽減税率が導入されました。納税額の計算する際に各
税率に区分して計算することが必要となります。
①8％摘要分（1月～9月）と10％摘要分（10月～12月）に区分
　して集計してください。
※経過措置により令和元年10月1日以降の取引であっても、

　　改正前の税率が適用される場合があります。
②軽減税率（８％）対象品目がある場合は、税率ごとに区分し
　て集計してください。
　簡易課税事業者につきましては、売上等収益部分の区分が
必要です。また、一般課税事業者の場合は、売上だけではなく
仕入や経費についても区分が必要です。
詳細は「国税庁」ホームページまで（https://www.nta.go.jp/）






















